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議案番号 件      名 

提案課名 内      容 

 

議案第２１号 

 

三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

消 防 本 部 

【改正趣旨】 

消防団への加入促進及び消防団員の処遇改善を目的として、消防

団員の報酬額を改正するに当たり、当該条例の一部を改正しようと

するもの。 

 

【改正内容】 

別表（第 12 条）の内容を一部改正 

≪現行≫ 

区分 報酬額 

省略 

副分団長 年額 ３８，５００円

部長  年額 ２９，０００円

班長 年額 ２６，０００円

団員 年額 １５，０００円

省略 

≪改正後≫ 

区分 報酬額 

省略 

副分団長 年額 ４５，０００円

部長  年額 ４０，０００円

班長 年額 ３５，０００円

団員 年額 ２６，５００円

省略 

 

【施行期日】 

  令和５年４月１日 

 

 
 


